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５月３０日、大阪地方裁判所第８０９号法廷において、大阪第二運輸所の大谷川さんが、
年休の失効・時季変更権の濫用に対する損害賠償請求を会社に対して起こした訴訟の第３
回口頭弁論が開催されました。
会社は、裁判所より職場の休日取得に関する要員操配について、準備書面での提出を求め
られており、今回この準備書面が提出、陳述しました。

会社は、年間休日、年休日数、行路数、労働日等を考慮した上で要員操配を決めていると
いう主張ですが、年休が失効している理由については明らかにしていません。

傍聴席は、関西地本の多数の組合員と関西在住の郵政の仲間で埋め尽
くされました。

次回、大谷川さん年休裁判は・・・
７月３１日１５時～大阪地方裁判所で弁論

準備が予定されています！


